














拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
　平成１９年１１月の第２工場操業開始により年間生産能力が２３万台から４６万台に倍増され、平成２４年度生産台数は過去最高の４５万１千台、平成２５
年度は４３万３千台とフル稼働に近い生産が続いている。また、平成２５年５月には、久留米エンジン工場の生産能力も１．５倍に増強されるなど、ダイハツ
グループの中核的な生産拠点となっている。
＜将来＞
　現地調達権限の一部移管や久留米工場開発センターの開設（平成２７年３月）、海外工場のマザー工場など、開発から調達、生産まで一貫して行う生産
拠点としての成長が期待される。

北部九州地域（大分県））の工業団地 大分県中津市・宇佐市・豊後高田市・日田市

大分県、中津市、豊後高田市、民間 大分県、中津市、豊後高田市、民間

法第2条2項5号　工業団地 法第2条1項1号二

無
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　ダイハツ九州(株)中津工場は、平成１６年１２月に操業を開始し、平成１９年１１月には、国内最新鋭工場として完成した第２工場と合わせて年間４６万台
の生産能力を有し、平成２６年３月時点の直接雇用者は２，９５０人となっている。
　第２工場完成から生産台数を増加させ、開発から生産準備、生産という一貫体制を確立する計画である。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　基幹事業は、計画内の拠点施設（工業団地）、自動車関連部品工場、ダイハツ九州(株)久留米工場（エンジン）等の北部九州内の関連工場からの部品搬
入、また完成部品の陸送などの物流を担う道路の整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　現時点では、拠点施設自体を整備する予定はない。
＜拠点施設に設定した理由＞
　ダイハツ九州(株)の中津市への立地を機に、北部九州（大分県北部）に自動車関連部品メーカーや流通業が集中的に立地してきた。自動車産業の集積
が急速に進行している北部九州における部品の域内調達率の拡大の要請は、計画区域内の企業にとっては受注拡大の好機であり、地場産業にとっては
自動車産業への参入機会の創出に期待が高まっている。また、現在ダイハツ九州(株)による雇用は２，９５０人であり、計画区域内における雇用創出は上
記による関連企業分も含め、更なる増加が見込まれる。
以上から、工業団地を核とした北部九州（大分県）を拠点施設に設定した。
重点地区（設定する場合に記述）

0ha
設定しない。

平成26年5月様式



拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
　中津港は、物流の拠点として施設サービスを提供している。
＜将来＞
　県内の様々なネットワーク拠点と連携強化を図り、人流・物流拠点として機能向上を図っていく。

中津港 中津市

大分県 大分県

法第2条2項6号 法第2条1項2号

無
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　中津港は、北部九州の物流拠点として重要港湾に指定されている。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
基幹事業は、北部九州地域における交通拠点（高速道路IC・空港・港湾等）と産業施設を結ぶアクセス道路の整備等や拠点施設と一体となって整備を行
う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　現時点では拠点施設自体を整備する予定はない。
＜拠点施設に設定した理由＞
　北部九州地域の物流拠点であるため。

重点地区（設定する場合に記述）

０ha
設定しない
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
　大分空港は、人流・物流の拠点として空港サービスを提供している。
＜将来＞
　県内の様々なネットワーク拠点と連携強化を図り、人流・物流拠点として機能向上を図っていく。

大分空港 国東市

国土交通省 国土交通省

法第2条2項6号 法第2条1項2号

無
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　大分空港は、大分市から陸路約52km、海上約29km、別府市から陸路約37kmの瀬戸内海に突き出た国東半島東端の武蔵・安岐両町の地先水面を埋め
立てて設置された、いわゆる海上空港で、昭和46年10月に開港した。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
基幹事業は、北部九州地域における交通拠点（高速道路IC・空港・港湾等）と産業施設を結ぶアクセス道路の整備等や拠点施設と一体となって整備を行
う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　現時点では拠点施設自体を整備する予定はない。
＜拠点施設に設定した理由＞
　北部九州地域の人流・物流拠点であるため。

重点地区（設定する場合に記述）

０ha
設定しない
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（参考書類３）

交付限度額算定表

百万円 百万円 794 百万円

45.0 ％

0.0 ％

規則第１７条第１項に基づく限度額算定

Ｓ ｋｍ
2 Ｔ 年

拠点施設を中心とする半径Ｒの円の面積（πＲ
２
） 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間

π：3.14 ～

ｒ：最短距離

ｋｍ

ｋｍ

ｒ０　： km

Ｒ： km

Ｃ 万円／ｋ㎡・年度

単位面積あたり及び単年度あたりの標準的な投資額

行政投資全国実績のうち、都道府県が主体となる交付対象事業に係るものを全国平均で除したもの（最新５箇年の平均）

百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定

基幹事業(A) 百万円 α1=9(A+B)/10=

提案事業(B) 百万円 α2=12A/11=

合計 百万円 百万円

本計画における交付限度額要綱第５に掲げる式による交付限度額（X） 794 規則第１７条第１項に基づく交付限度額（Y) 8,219 X≦Yゆえ、

10                    

交付率

提案事業比率

314 5

平成27年度 平成31年度

10                    

拠点施設から都道府県の境界までの距離 10                    

拠点施設から海岸線までの距離 35                    

r≧r0ゆえ、 10                    

1,047.0

Ｓ×C×T×0.5＝ 8,219         

1,587.6

1,924.4

1,764 α1＜α2 ゆえ、交付限度額(X)=α/2= 794

交付対象事業費

1,764



ｒの選定根拠（複数の拠点施設が記載されている場合）

※計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離
　（複数の拠点施設が記載されている場合は、そのうち最も大きい値）

<選定方法>
①　各拠点施設から都道府県の境界までの距離：ｒ１、海岸線までの距離：ｒ２を記入
　　（○○群とした場合は群の中心付近からの距離とする）
②　最短距離欄に、ｒ１、ｒ２のうち短い距離を記入
③　最短距離のうち、最も大きい値となる拠点施設からのｒ１、ｒ２を交付限度額算定表に記載する値として選定

（単位：ｋｍ）
②

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

最短距離
（ｒ１、ｒ２のうち

短い距離）
大分北部中核工業団地 27 5 5
中津港港湾用地 1.5 0.5 0.5
浜磯工場用地 34 0.5 0.5
大新田北（おおしんでんきた）第２工区工場用地 0.5 0.5 0.5
植野 7 3 3
ウッドコンビナート 10 35 10
石井工業団地 2 39 2
中津港 6 0.3 0.3
大分空港 29 0.5 0.5

※選定結果（交付限度額算定表に記載する値） （単位：ｋｍ）

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２
ウッドコンビナート 10 35

拠点施設名

①

拠点施設名

③

平成26年5月様式



（参考書類５）

道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 番号 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

交付
事業費

交付事業にお
ける事業期間 事業内容

都市計画
決定 整備効果等 備　　考

整備前
整備
後 整備前 整備後 整備前 整備後 （年度）

自
（拠点施設）

至

注１) 注２) 注３) m m m 車線 車線 m m 百万円 注４） 年月 注５） 注６） 注８）

＜道路＞
－

主要地方道　宇佐本耶馬溪線 A11-001 江須賀工区 地 大分県
－

改築 915 5.5 13.0 2.0 4.0 0.0 4.5*2 1,130 H27～H31 現道拡幅（２車線→４車線）、歩道整備 -
大分北部中核
工業団地 ダイハツ九州(株) 拠点施設間の最短ルートの安全性向上 道路改築：交通量7,275台/日

一般県道　鍋島植野線 A11-002 植野２工区 地 大分県
－

改築 900 4.0 6.0 1.0 2.0 0.0 2.5 583 H28～H31 現道拡幅（１車線→２車線）、歩道整備 - 植野 ダイハツ九州(株) 拠点施設間の最短ルートの安全性向上 道路改築：交通量1,893台/日

主要地方道　中津高田線 A11-003 角木工区 地 大分県
－

改築 129 5.0 6.0 1.0 2.0 0.0 4.5*2 22 H27～H28 バイパス - 能徳 ダイハツ九州(株) 拠点施設間の最短ルートの安全性向上 道路改築：交通量3,200台/日

（参考）

＜関連事業＞

東九州自動車道 － 椎田南IC～豊前IC 国 他 高速 新設 7,000 － 7 － 暫定２ － － － － 高速道路新設 H11.11 － － 時間短縮、定時性確保による物流等効率化 主要地方道　中津高田線（角木工区）

主要地方道　中津高田線 － 今津工区 地 大分県交 改築 750 6 14 2 4 － 3.0*2 － － 現道拡幅 H11.10 (株)CKK 等 ダイハツ九州(株) 拠点施設間の最短ルートの安全性向上 主要地方道　宇佐本耶馬溪線（江須賀工区）

＊本調書にはｱ)交付対象事業「道路」（補助国道、地方道、街路）、ｲ)関連事業の道路のすべてを記載すること。
　　注１）道路名は、国道、主要地方道、一般都道府県道、市町村道の別が分かるように記載すること。
　　注２）国、地、街、他の別を記載。
　　　　　　ただし、国：国道、地：地方道、街：街路、他：いずれにも該当しないもの
　　注３）＜関連事業＞については、通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。
　　注４）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　　注５）要素事業毎に、どの拠点施設を経る人流・物流の経路（他の拠点施設、I.C等）途上の事業なのかを明確にすること。

　　　　　別添の「道路概要図」に要素事業及び拠点施設の位置関係が分かるように図示すること。
　　　　　要素事業にはそれぞれ上表の番号（整備計画の番号）を付すこと。また、拠点施設については、それぞれ施設名、所在地、施設数、入込客数などの概要を記載すること。
　　注６）５で記載した拠点施設間で行われる当該要素事業による整備効果を簡潔に記載すること。
　　　　　記載にあたっては、「所要時間が○分→○分に約○分短縮」、「拠点施設間唯一の線形不良（Ｒ＜○）の解消」など具体的に記載すること。
　　注７）当該要素事業の供用等（部分供用含む）を記載すること。
　　　　　記載にあたっては、「全線完成供用Ｌ＝○ｍ（Ｈ○．○予定）」、「部分供用Ｌ＝○ｍ（Ｈ○．○目途）」など、供用形態、区間延長、供用時期を記載すること。

　 　　注８）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（台／日）、混雑度等を記載。※交通量は最新のセンサスデータを用いて記載すること。また、別添「道路概要図」にも主要ポイントの交通量を記載すること（要素事業箇所直近は必須）。
　　　　　（例）･道路改築：交通量（台／日）、混雑度等
　　　　　　　　･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等
　　　　　＜関連事業＞の備考には、当該関連事業と組み合わせて効率的・効果的に実施する交付金事業の道路名・区間についても記載。
※不足する場合は適宜行を追加すること。
※地域高規格道路、連続立体交差事業等の交付期間（３～５年）内に一定の成果をあげることのできない大規模な事業は、交付対象外。

車道幅員 車線数 歩道幅員 広域的特定活動に伴う
人流・物流との関係性


